
公園の運営・活用事例
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佐伯区維持管理課
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ま と め

① 指定管理者制度等の活用について

維持管理運営協議会のメンバーを軸とした任意団体で、

海老山公園を指定管理者制度などで管理運営してみたいか、

各連合町内会や団体で話し合ってみてください。

意見は、別紙に記入の上、４月末を目途にご回答ください。

第２回では、この意見を基に方向性案を提示する予定です。

② （仮）海老山公園維持管理運営協議会の名称について

各連合町内会や団体で、協議会の名称を考えてみてください。

愛着が沸く名称が考えられると素敵です！

第２回では、意見を共有し、名称を決定する予定です。

※ 次回までにしていただきたいこと
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（参考）他都市の協議会名称

（出典）国土交通省ホームページ

利用ルールを協議事項に含めている協議会（令和２年度末時点）
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